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消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
六
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
六
条
関
係
）

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

磁
石
製
娯
楽
用
品
（
磁
石
と
他
の
磁
石
と
を
引
き
合
わ
せ
る
こ
と

（
新
設
）

に
よ
り
玩
具
そ
の
他
の
娯
楽
用
品
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

こ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
磁
石
又
は
磁
石
を
使
用
す
る
部
品
が
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

十
二

吸
水
性
合
成
樹
脂
製
玩
具
（
吸
水
す
る
こ
と
に
よ
り
膨
潤
す
る
合

（
新
設
）

成
樹
脂
を
使
用
し
た
部
分
が
吸
水
前
に
お
い
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
大
き
さ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）


